
第５４号議案 

 

東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例の一部を改

正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和８年６月２日 

 

提出者 東京都台東区長  服  部  征  夫 

 

（提案理由） 

この案は、住宅宿泊事業の実施の制限等に関し、規定の整備を

図るため提出します。 

  



東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例の一部を改

正する条例 

 

東京都台東区住宅宿泊事業の運営に関する条例（平成３０年２

月台東区条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第１７条中「法第１１条第１項第２号に規定するときは、区内

全域」を「制限区域」に改め、同条ただし書を削り、同条を同条

第２項とし、同項の前に次の１項を加える。 

 法第１８条の規定により住宅宿泊事業の実施の制限をする区

域（以下「制限区域」という。）は、区の全域とする。 

 第２０条を第２２条とし、第１９条を次のように改める。 

（指導及び勧告） 

第１９条 区長は、住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため必

要があると認めるとき（法第１５条の規定による業務改善命令

をすることができるときを除く。）は、その必要の限度において、

住宅宿泊事業者に対し、業務の方法の変更その他業務の運営の

改善に必要な措置をとるよう指導し、及び勧告することができ

る。 

２ 区長は、住宅宿泊管理業の適正な運営を確保するため必要が

あると認めるとき（法第４１条第２項の規定による業務改善命

令をすることができるときを除く。）は、その必要の限度におい

て、住宅宿泊管理業者に対し、業務の方法の変更その他業務の

運営の改善に必要な措置をとるよう指導し、及び勧告すること

ができる。 

 第１９条の次に次の２条を加える。 



（業務改善命令） 

第２０条 区長は、前条の規定による指導及び勧告を受けた者が

当該指導及び勧告に従わないときは、その者に対し、相当の期

間を定めて、同条の措置をとるべきことを命ずることができる。 

（違反者の公表） 

第２１条 区長は、次の各号のいずれかに該当する者について、

公表することができる。 

(１) 法第１５条若しくは法第４１条第２項又は前条に規定す

る業務改善命令に従わない者 

(２) 法第１６条第１項に規定する業務停止命令を受けた者 

(３) 法第１６条第２項に規定する業務廃止命令を受けた者 

２ 前項の規定により公表する事項は、次に掲げるものとする。 

(１) 商号、名称又は氏名 

(２) 届出住宅の所在地 

(３) 届出番号 

(４) 当該命令の内容 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の東京都台東区住宅宿泊事業の運営に

関する条例第１７条の規定は、この条例の施行の日以後に住宅

宿泊事業法（平成２９年法律第６５号）第３条第１項の規定に

よる住宅宿泊事業を営む旨の届出をする住宅について適用し、

同日前に同項の規定による住宅宿泊事業を営む旨の届出をした



住宅については、なお従前の例による。 


